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　　　───────────────────

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

　　平成28年６月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第62号　

　　　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する

　　　条例施行規則の一部を改正する規則の一部

　　　を改正する規則

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則（平成14年川崎市規則第37号）

の一部を次のように改正する。

　附則第２項中「平成28年６月30日」を「平成31年６月

30日」に改める。

　附則別表中「平成28年６月30日」を「平成31年６月30

日」に、「、ふっ素及びその化合物」を「並びにふっ素

及びその化合物」に改め、「並びにアンモニア、アンモ

ニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」を削り、同

表ほう素及びその化合物の項中「40ミリグラム」を「30

ミリグラム」に改め、同表アンモニア、アンモニウム化

合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項を削り、同表備

考第３項中「別表第11備考第７項第25号から第27号ま

で」を「別表第11備考第７項第25号及び第26号」に改め

る。

　　　附　則

　この規則は、平成28年７月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

　　平成28年６月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第63号

　　　川崎市営住宅条例施行規則の一部を改正す

　　　る規則

　川崎市営住宅条例施行規則（昭和37年川崎市規則第57

号）の一部を次のように改正する。

　別表第１中野島の項中「392」を「220」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成28年６月30日から施行する。

告 示

川崎市告示第349号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成28年６月17日から平成28年７月１日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成28年６月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
菅

第３号線

川崎市多摩区菅５丁目

1948番８先
3.40

～

3.44

9.68
川崎市多摩区菅５丁目

1948番８先

新
菅

第３号線

川崎市多摩区菅５丁目

1948番８先
3.40

～

4.00

9.68
川崎市多摩区菅５丁目

1948番８先

旧
菅

第４号線

川崎市多摩区菅５丁目

1940番11先
1.82

～

2.91

24.31
川崎市多摩区菅５丁目

1951番11先

新
菅

第４号線

川崎市多摩区菅５丁目

1940番11先
4.00

～

5.19

24.31
川崎市多摩区菅５丁目

1951番11先

  

　　　───────────────────

川崎市告示第350号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成28年６月17日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、平成28年６月17日から平成28年７月１日まで一般の

縦覧に供します。

　　平成28年６月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市　道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

菅

第 ３ 号 線

川崎市多摩区菅５丁目1948番８先

川崎市多摩区菅５丁目1948番８先

菅

第 ４ 号 線

川崎市多摩区菅５丁目1940番11先

川崎市多摩区菅５丁目1951番11先

　　　───────────────────

川崎市告示第351号

　　　議決された予算の公表について

　別紙の予算は、平成28年５月27日招集の平成28年第２

回川崎市議会定例会において、平成28年６月16日に原案

のとおり可決されましたので、地方自治法（昭和22年法


